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背景。現状・基本的な考え方 〔第3期デ…タヘルス計画書 Sl玉 P2から自動反映】

No l 特定健診受診率は、全体では単一健イ果目標よりl_荒 い。被 l果険者の受

診率▼よ90%以上で単一健保目標に達 してい る。被扶養者の受診率は7

0%以上であるが単一健保 目標 よりlよ 低い。早期に健康 リスクを把握

と、生活習慣病 とその重症化 リスクを予防するために、一人でも多

くの組合員
`こ

健診を受すすていただくことが必要である

ウ 披扶養者の受診率を更に上げるための対策が必要である。健診の重要性の啓蒙や、未受

診者への受診勧奨 (複数回)、 被扶養者の健診結果提出促進等を行 う。

No 2 特定保健指導の実施率 t志、単一健保目標に達 していない。被扶養者

lよ 2023年 度か ら実施予定。生活習慣病予防・重症イヒ予防のために実

施者を増やすことが必要である。

ウ 対象者へ特定保健指導の重要性を啓蒙する、特定保健指導の参加案内を複数回行う。

No 3 ,疾病大分類一人当たり医療費で、内分泌・ゝ
水養・ 代謝疾患、循環

器疾患が上位 にある。

・ 内臓Л旨肪症候群該当者の吉」合は、100/o未満で他健保平均より低い

が、 4技保険者の特定イ只健指導対象者の割合は200/o以 上で他健保平均

よりやや高い。

・検査数値が基準値外の人に、未受診、 または服薬 していてもヨン

トロール不良者がいる。

◆ 年齢 とともにリスクが高くなるため、若い年代か らの予防が必要である。生活習慣改善

のための情報提供や教育、特定保 lkぞ指導の実施率の向上、40歳未満への保健指導、受診

勧奨等を行 う。

No 4 康病大分類一人当たり医療費でtよ 「新生物Jが上位にある。

経年的な増加は見られず、他健保平均より,ま低いが、男性は大腸が

ん、女性は乳がんの医療費が最も萬い。

◆ 早期発見・ 早辮治療のために、がん検診の受診率を向上 させることが必要である。がん

検診受診の必要性を理解するための清報提供や、補助を行 っている検診の案内、未受診

者への受診勧奨を行 う。

N OS 婦人料系疾患一人当たり医療登では、校保喰者tよ、「子宮の悪性新

生物」が最も高く、次士ま「乳房・女性性器疾患」である。被扶養者

は、「他の妊娠,分娩・産じょくJが最も高い。

ウ 事業主 とのコラボヘルスにより、女性特有の健康課題に対する備報提供や教育を行う。

また、相談窓目や情報サ イトの案内を行い、女性の体調の変化 Fttlす る不安の軽減や体調

管理をサポー トする。

No 6 ジェネリック医薬品の使用率は、国実施目標には達 していないが、

順調に推移 している。
→

ホームページ・ガイ ドブック ,ポ スター等でジェネ リック医薬品の利用促進を行 う。

No7 他の年代に比べて前理高齢者の医療賢が高い。躍用延長が進む中、

今後 さらなる高騰が懸念される。 この年代になる前に、 しっか り健

康管理を行 うこと、 また前期高齢者に持化 した健康管理の教育を行

うことが必要である。

◆ 疾患の早期発見・ 早期治療、また生活習慣改善のために特定健診・がん検診の受診率の

向上、特定イ果健指導の実施率の向上目指す。 また、 この年代に特化 した僅康管理対 !ミの

情報提供を行 う。

No 8 疾病大分類一人当たり医療受でな「呼コ災器系疾患」が上位にある。

経年的に増力向してい るが他健保平均よりは低い。血管運動性鼻炎・

アレルギー性鼻炎の一人当たり医療資が最も多いが、コロナ禍で流

行が抑えられていたインフルエンザの流行が今後懸念される。年代

別にみると、 10競未満の医療賢が高い。

◆ 免疫力が抵抗 している人が増加日しているので、インフルエンザの発症・ 重症化予防対策

として、ワクチン接種の促進が必要である。

No 9 健康意識の壊成

・ 健診受診、がん検診受診率の向上を目指 し、疾病の

早期発見 。早期治療につなげる。

・生活習1質病やその他疾病に関する知 ,‐説を増や し、疾病予防につな

げる。

・医療費に ついての理解を促す。

・ 心身の不調を予防 し健康増進を図る。

う
ホームページ・広報誌・書籍 ,健診結果等を通 じて、

性別や年代に持化 した健康課題や疾病、その予防法を周知 し、ヘルスリテラシーを上げ

るとともに、盤続 したセルフケアを促す。

特定健康診査等実施計画 (令和6年度～令和11年度)

(任憲)

特定提診・ 特定録健指導の事業計画 【第3期データヘルス計画書 STE'3から自動反映】

ユ 事業名 特定健黛診査 (捜保険者 )
対応する
建藤 ,具 題番号

No,7

↓

対象 1対象事業所 :全て,性別 :男 女,年齢 Ⅲ35～ 74,対象者分類 :校保険箸

方法 1披保険者 i40歳以上すよ、人間ドック推奨

体制 |‐

特定建診受診率を上げて、健康維持・ 増進を図る。

評

価

指

標

アウトカム指標 :17年麿 Re争直 R10年筐

肉観脂肪症候群該当者割
15。/o iS O/c 150/θ 150/o iS 94 15%

アウトプット指標 R6年窟 R7年度 R8年窟 119年度 R■年窟

特定健診実施率 100。/o 100% 100% 100ウら 1001′ /o 100,6

R6年度 IR7年度 R8年 度

特定健診の受診率100%を 目指す ,特定健診の受診率100%を 目指す 特定に
=診

の受診率100%を 目指す

R9年度 IR10年度 Rll年度

特定建診の受診率 1000/Oを 目指す 1特定健診 l,)受診率 100%を 目指す 特定健診の受診率loo。/0を 目指す

■特定健康診査の基本的考え方

メタボリックシンドロームの粘モ念を導入す ることにより、内翻脂勝の蓄積や、体重増加幸が様々な疾悪の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にと

って生活習慣の改善に向 tす ての明確な動ヽ̀
登付けができるよう

'こ

な る。

2特定イ呆健指導の基本的考 え方

生活習慣痛予傭群の保健指導の第一の目的

`よ

、生活 占
ユ
,貫病に移行 させないことである。

そのためのイ栄健指導で ,よ、対象者 自身が健診結果を理解 して自らの生活習慣を変えることがで きるように支援することにある。



2 事業名 特定健康診査 (被扶養者 )
対応する
億康冨果題番号

No2,いこo.7

↓

対象 対象事業所 !全て,性別 :男女,年齢 :35～ 74,対象者分類 :枚嫉
―
墜者

方法 けんぽ共同健診と人間ドック費用補助

体制

特定健診の受診率を向上させる

評

価

悟

臓

アウトカム指標 R6年筐 に7年筐 RGttE 猟0年雲 RAO年E R■年筐

内臓脂肪症候群該当者宮J
2C/o 20/o 20/o 20/o 2じ/o 2%

アウトブット指標 韓6年虜 I,7年H R8年筐 員9年盛 R】0年度 負ユ1年窟

特定l華診実施率 75。/0 750/e 750/℃ 750/o 75% 750/o

R6年度 R7年度 R3年度

けんぽ共同健診と人F鳳髯ドック費用補助の継続実施 けんば共同健診と人FR弓 ドック費用補助の継続実施 けんぽ共同健診と人間ドック費用橋助の継続実施

R9年度 R10年度 R■年度

けんば共同健診と人間ドック費用補aフぅの継続実施 けんば共同健診と人間ドック費用補助の継続実施 けんぽ共同健診と人間ドック費用補助の継続実施

3 事業名 特定保健指導
対応する
健康課謹番号

No.1

↓

対象
対象事業所 :全て,性別 :男女,年齢 :35～74,対 塚ミ者分類 :被保険者/被

扶養者/基準該当者

方法
被保険者 :SOMPOヘ ルスケアによる継続実施

校扶養者 :保健同人フロンテイアにて実施

体制

特定保健指導の受診率の向上と辞退著・ 途中脱落希望者への規切な説得。

評

価

指

標

アウトカ|ム指標 R6年臣 Rヤ年重 ttS犠 Rつ年度 :!■ll孝歳 Rエユ手0

特定保健指導対象者副合 lS O/t iS O/o lS O/c 150/o 15弦 159毛

アウトブット指標 n韓歳 R7雫E
'3年

森 RO年 歳 R10年奮 負I痺虚

特定保健指導実施率 600/c 6096 60。/9 600/0 600/c 600/℃

R6年度 R7年度 IR8年 度

50MPOリ スケア・ 保健同人 フロンティア

'こ

よる特定

l呆催指導の実施

実施状況を見て検討 1実施状況を見て検討

|

R9年度 R10年度 IR■年度

実施状況を見て検討 実施状況を見て検討 !実施状況を見て検討

4 事業名 被扶養者健診
対応する
健康課題番号

No.3

↓

対象 対象事業所 :全 て,l生 別 :男女,年齢 :22～74,対象者分類 :被扶養者

方法 けんlぎ 共珂健診の盤続実施

体制

けんぽ共同健診での特定健診受診率の向上

評

価

指

標

アウトカム指標 ,6年鼠 R'年E lia年窟 R9年E R二0年
=

Rl二年E

=震扶養者の特定■幸診実施

率
7S O/o 7S O′o 75% 750′ぅ 75髪 750/c

アウトブット指標 RO犠 R7年度 RB犠 RO好盛 R10年宦 Rll年歳

健診案内回数 2回 2回 2回 2回 2回 2回

R6年度 R7年度 R8年度

オサんぽ共同健診の継続実施 けんぽ共同
′
建診の継続実施 けんぽ共同健診の継続実施

R9年度 R10年度 Rll年度

けんぽ共同健診の継続実施 けんぽ共同′たま診の継続実揃 けんぽ共同健診の継続実施

2



命和■年建金類眸 康 令騨7毎E ◆瓢I日購臓 ●和a等産 奪れと0韓磁

1,087ノ /1,271=

85.5。ノ。

1,102ン /1,271=

86.7。/。

1,117/1,271=
87.90/o

ユ,144/1,271=
900。/。

1,057/1,271=
8320/。

1,075/1,271=
84.6。/o

827ノ/847=9760/O 837/847=9880/。IIII“

IJ臓 !HIIII,」   ユ髯

―

817/847=965。 /o 820/847=96.80/o 822/847=9700/。 825/847=9740/O

機繊緯 鋼 255/424=60.10/o 265/424=62.50/o 277/424=65.30/o 290/424=68.40/。 307/424=7240/o

静
こ
ａ
抑 240/424=S6.6。 /o

―/‐ ‐‐O/o ―/― =‐ O/o ‐/‐ =・ 。/o ‐/‐ =‐ O/o‐/― =‐ 。/o ‐/‐ =‐ °
/o

‐/― =‐ O/oとこ領働藻熟げ|| ‐/‐ =‐ O/o ‐/‐ =‐ 。/o ―/‐ =‐
0/o ‐/― =‐ 。/o ‐/‐ =‐ 0/o

‐/‐ =‐ 。/o ‐/‐ =‐ 。/o ‐/‐ =・ 。/o /‐ =‐ 。/o

得
麟
筆
慮
鬱
奪
を
機
エ

鱒 機3 ‐/‐ =‐ 0/o ―/‐ =‐ 。/o

106/179=59,2。 /O 108/179=6030/O102/179=57.0。 /o 103/179i57.5。 /o 104/179=58,iO/o 106/179=59.20/。

艤 66/122=541。/o 66/122=541。/o 67/122=54,90/。 67/122=5490/o 68/122=55,7。 /。65/122=S3.30/o

士
‐韓……
善
、‥乾 38/57=66.7。/。 39/57‐ 68.4。/O 40/57=70.20/o麓 麟 37ン/57=6490/o 37/57宝 64.90/o 38/57=66,7。/O

‐/‐ ‐‐0/o‐/‐ =‐ 。/o ‐/‐ =‐
。
/o ―/― ‐‐。/o ―/‐ =‐ 。/c _/_三 _0/。

Ⅲ/‐ =‐ 。/o ―/‐ ‐‐。/o ―/‐ =‐ 。/o ‐/‐ =‐ 。/o1勘嬢 ‐/‐ =・ O/o …/… =‐ 。/o

嬢 :

‐/‐ =‐ O/o ‐/‐ =― 。/o ‐/‐ =‐ 。/o Ⅲ/‐ =‐ 。/o ‐/‐ =‐ O/o４
森

/ 。/o

X■ )特定健康診査の (実施者数) (対 象者数)

X2)特 定保健指導の (実施者数)/(対 象者数)

X3)特 定健診の対象となる被抹獲箸数には、強制被扶養者、任意鵜連続被族蟹者、特イ,退職被鉄簑者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。
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メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内戯脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にと

って生活習慣の改善に向けて|の明確な動機付けができるよう.に なるo

|(1)実施項目
実施項目ほ、法定の実施項目とする。 なお、人間ドックは特定健康診査の法定項目を包含することで特定健康診査の実施に代替する。

(2)実施時期
実施時期は、人間ドックについては通年、被扶養警健診については男子に定める時期とする。

(3)委記の有無
夕特定健診
と,被保険者については、直接契約医療機関及び健保連架約慮療機輿に委託。
2)被扶萎者に

'い
ては、けんぽ共同健診の委託先である (い )イ ーウエルに委託。

|イ 特定保健指導
rsOMPOヘルスサポート株式会社ユ及び「株式会社保健同人フロンティア〕への外部委能によるイ果健指導を基本とする。

(4)健診データの受領方法
饉診のデーターは、契約催診機獨から直熱 電子デ■夕を睫時 (又すよ月単位)受銀して、 当組合で保管する。また、得窟保健指導について外部委託先機爾実施分についても同
様に電子データで受領するものとする。
(5)特定保健指導対象者の選出の方法

特定保健指導の対象者については、若年者から優先して選出する。

当組合は、 本‐ムページに掲載する。

本計画は、ta合ホ‐ムページに掲載して公表・周知する。

当計画については、前年度評価を翌年療11月 末までに実施する。

評価においては、日標と大きくかけ群れた場合その他必要がある場合に,ユ見宦すこととする。
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